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陳情番号 １ 付議年月日 元 ． ５ ． １ ４  

件  名 主要農作物種子法廃止に関する陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

環境農政常任委員会 ※陳情者の個人情報については、個人情報保護のため、削除しています。 

陳情の要旨 

神奈川県議会は、主要農作物種子保全のための県条例を制定していただきたい。また、国に対

して主要農作物種子法の復活あるいは同種子法に代わる新たな法律の制定を求める意見書を提

出していただきたい。 

 

陳情の理由 

 日本の農業と国民の食生活を支えるために昭和27年に制定された主要農作物種子法（以下種子

法）は、平成30年４月１日に廃止されました。 

 この法律では、主要農作物である米、麦、大豆の優良な種子の安定供給が、各都道府県に義務

付けられていました。厳密な品質管理の下、農家に優良で安価な種子が供給され、主要農作物の

安定的な生産及び普及に国が責任を持つことで、国民は安心できる食生活が送られてきました。 

 しかし、種子法が廃止されたことにより、国の農家に対する安定的な種子の供給の減退による

中小農家の廃業、種子の国外流失、外国企業による種子の独占、そして日本国民の食の安全性の

損失が懸念されます。これは神奈川県の農業、農家、そして消費者にとっても重大な問題であり

ます。 

 種子法廃止に伴い、参議院の付帯決議では都道府県での「財源確保」、「種子の国外流失の防

止」、「種子独占の弊害の防止」に努力することが求められています。 

 上記の通り陳情いたします。 
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陳情番号 ７ 付議年月日 元 ． ６ ． ２ ０  

件  名 プラスチックごみゼロをめざす取り組みについての陳情 

付 議 委 員 会 陳       情       者 

環境農政常任委員会 ※陳情者の個人情報については、個人情報保護のため、削除しています。 

１ 陳情の理由 

私たちの身の回りには、多くのプラスチック製品があふれています。 

そして、海に年間少なくとも800万トンものプラスチックごみが流れこんでいるといわれて

います。 

この海洋プラスチックごみが、さまざまな深刻な問題を起こしています。 

海で海洋ごみに絡まったりこれを誤って摂取したりすることで、絶滅危惧種を含む700種も

の生物が傷つけられたり死んでいますが、このうちの92％が海洋プラスチックごみによるもの

です。早急にプラスチックごみの減量に取り組んでいくことが必要です。 

神奈川県では、「かながわプラごみゼロ宣言」を行い、湘南港に海洋プラごみ回収装置

（Seabin）の設置などの取り組みをされていますことに敬意を表します。 

しかし、大量のプラスチックごみを減量するには抜本的な対策をおこなう長期計画ととも

に、すぐできる取り組みを行っていただきたく、下記の陳情をおこないます。 

 

２ 陳情の項目 

①  県が管理している施設に設置している自動販売機はペットボトルではないものにかえて

ください。 

②  プラスチックごみ減量、ゼロにするため県の条例をつくってください。 

③  国に対して、製造者責任を明記した法律をつくるよう意見書を出してください。 
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